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令和6年能登半島地震の被災に伴う

保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その3)

標記につきまして、呂1絲氏のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課倍D及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課倍のあて連絡しましたので、別添団体各位におかれまして

も、関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。

事務連絡

令和 6年1月12日

厚生労働省保険局医療課
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令和6年能登半島地震の被災に伴う

保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その3)

御中

事務連絡

令和 6年1月12日

今般、令和6年能登半島地震に関連する診療報酬等の取扱いについて、別添の

とおり取りまとめたので、送付いたします。

厚生労働省保険局医療課



問1「令和6年能登半島地震におけるオンライン診療を実施するための研修

受講の取扱いについて」(厚生労働省医政局医事課令和6年1月12日事務連

絡)において、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30年医

政発0330第46号厚生労働省医政局長通知呂1絲助、「新型コロナウイルス感染

症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な

取扱いについて」(令和2年4月10日付医政局医事課・医薬・生活衛生局総

務課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情

報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等に

ついて」(令和2年8月26日付医政局医事課事務連絡)において、オンライ

ン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならな

いとされているところであるが、令和6年能登半島地震に対する非常時の対

応として>患者又は医療機関等が被災したことにより通常の診療が困難な場

合であって、被災地(災害救助法の適用対象市町村をいう。以下、同じ。)の

医療機関に所属する医師又は被災地に派遣されている医師が速やかにオンラ

イン診療を提供する必要がある場合には、当該研修を受講していない医師で

あっても、オンライン診療を実施しても差し支えないこととする。」とされて

いるが、この場合に保険診療を実施する際の取扱い如何。

(答)

当面の間、情報通信機器を用いた初診、再診料及び外来診療料を算定できる

ものとする。また、この場合においては、情報通信機器を用いた診療の届出の

手続きは、適切な時期に、当該医師が研修を受講した上で、事後的に行うこと

として差し支えない。

ただし、災害救助法の適用となる医療(避難所や救護所等で行われるもの)

については、県市町に費用を請求するものであるため、保険診療として取り扱

うことはできないことに留意すること。

1.被災地(災害救助法の適用対象市町村をいう。以下同じ。)

問2 「令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取

扱いについて」(令和6年1月2日付け厚生労働省保険局医療課・老健局老人

保健課事務連絡)問20について、 DPC調査事務局へのデータの提出期限日

はどのように考えればよいか。

(答)

令和5年10月~12月診療分までの提出データのDPC調査事務局への提出期

限は1月22日(オンラインによる提出においては、翌営業日の 12時)である

が、被災地の保険医療機関等において当該期限までに提出が困難な場合は、 1

月19日までにDPC調査事務局まで連絡されたい。その後の具体的な手続きに

ついては、個別に調整を行うこととする。



問3 令和6年能登半島地震に伴い、被災地の保険医療機関において、「外来医

療等調査」への適切な参加及び「外来データ提出加算等(※)」に係るデータ

提出が困難な場合には、どのように対応すればよいか。

(※)区分番号「BO01-3」生活習慣病管理料注4に規定する外来データ提出加算、区分番号「CO

02」在宅時医学総合管理料の注13、区分番号「CO02-2」施設入居時等医学総合管理料の注7、

区分番号「CO03」在宅がん医療総合診療料の注7に規定する在宅データ提出加算、区分番号「HO

00」心大血管疾患、りハビリテーション料の注5、区分番号「HO01」脳血管疾患等りハビリテーシ

ヨン料の注7、区分番号「HO01-2」廃用症候群りハビリテーション料の注7、区分番号「HO0

2」運動器りハビリテーション料の注7、区分番号「HO03」呼吸器りハビリテーション料の注5に

規定するりハビリテーションデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)

(答)

令和5年10月~12月診療分までの提出データの外来医療等調査事務局への提

出期限は1月18日価B送による提出においては、1月19 田であるが、被災地

の保険医療機関等において当該期限までに提出が困難な場合は、 1月17日まで

に外来医療等調査事務局まで連絡されたい。その後の具体的な手続きについて

は、個別に調整を行うこととする。

Ⅱ.被災地以外

問4 「令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取

扱いについて」(令和6年1月2日付け厚生労働省保険局医療課・老健局老人

保健課事務連絡)問27について、 DPC調査事務局へのデータの提出期限日

はどのように考えればよいか。

(答)

令和5年10月~12月診療分までの提出データのDPC調査事務局への提出期

限は1月22日(オンラインによる提出においては、翌営業日の 12時)である

が、当該期限までに提出が困難な場合は、 1月19日までにDPC調査事務局ま

で連絡されたい。その後の具体的な手続きについては、個別に調整を行うこと

とする。

問5 令和6年能登半島地震に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職員

が一時的に不足している保険医療機関、又は、被災地から多数の患者を受

け入れた保険医療機関において、「外来医療等調査」への適切な参加及び「外

来データ提出加算等」に係るデータ提出が困難な場合には、どのように対

応すればよいか。

(答)

令和5年10月~12月診療分までの提出データの外来医療等調査事務局への提

出期限は1月18日晒ι送による提出においては、1月19 田であるが、当該期

限までに提出が困難な場合は、 1月17日までに外来医療等調査事務局まで連絡

されたい。その後の具体的な手続きについては、個別に調整を行うこととする。


